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司

一　

問
題
の
所
在

日
米
安
保
条
約
は
、
一
九
五
二
年
四
月
に
発
効
し
、
そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
一
月
に
改
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
内
乱
や
騒
擾
と

い
っ
た
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
米
軍
が
出
動
で
き
る
と
の
規
定
、
第
三
国
が
日
本
に
駐
留
す
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
の
許
可
を
要
す
る
規

定
等
は
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
の
自
主
性
・
発
言
権
を
確
保
す
る
た
め
、
同
条
約
に
附
属
す
る
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
」（
署
名
者
で
あ
る
岸
信
介
総
理
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ハ
ー
タ
ー
国

務
長
官
の
名
を
と
り
、「
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
」
と
呼
ば
れ
る
。）
に
お
い
て
、
事
前
協
議
制
度
が
も
う
け
ら
れ
た
。
同
交
換
公
文
で
は
、
米

軍
の
装
備
に
お
け
る
重
要
な
変
更
、
配
置
に
お
け
る
重
要
な
変
更
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
が
、
事
前
協
議
の
対
象
と
さ
れ
、

さ
ら
に
、
そ
の
解
釈
文
書
と
し
て
、「
討
議
の
記
録
」
と
い
う
密
約
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。



一
九
二

改
定
前
の
旧
安
保
条
約
で
は
、
米
軍
が
日
本
に
ど
の
よ
う
な
兵
器
を
持
ち
込
も
う
が
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
安
全
と
は
か
か
わ
り
な
く
、

在
日
基
地
か
ら
ど
こ
を
攻
撃
し
よ
う
が
、
ま
っ
た
く
制
約
が
な
く
、
米
軍
は
自
由
に
行
動
で
き
た
。
し
か
し
、
核
の
持
ち
込
み
は
日
本
の

国
民
感
情
か
ら
反
発
が
強
く
、
ま
た
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
に
よ
っ
て
、
日
本
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
の
懸
念
が
国
民
の
あ
い
だ
に
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
米
軍
が
日
本
に
核
兵
器
を
持
ち
込
む
、
あ
る
い
は
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た

め
の
基
地
使
用
は
、
日
本
と
の
事
前
協
議
を
経
て
、
実
質
的
に
は
、
日
本
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
事
前
協
議
制
度
は
、
日
米
安
保
条
約
体
制
に
特
有
の
も
の
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
一
九
五
九
年
、
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
間
で
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
、
日
米
間
の
事
前
協
議
制

度
に
類
似
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
交
渉
は
、
日
米
安
保
条
約
改
定
交
渉
の
米
比
版
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

二
つ
の
交
渉
時
期
は
重
な
り
、
在
京
米
大
使
館
か
ら
在
比
米
大
使
館
に
、
随
時
、
日
米
安
保
改
定
の
交
渉
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
こ

う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
交
渉
で
、
事
前
協
議
制
度
が
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
、
い
か
な
る
形
で

導
入
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
日
米
安
保
条
約
の
事
前
協
議
制
度
を
研
究
す
る
一
助
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
は
、
一
九
九
二
年
に
米
軍
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
完
全
撤
退
す
る
遠
因
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
1
）

。
日
本
か
ら
の
米
軍
撤
退
が
進
ま
な
い
な
か
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
交
渉
で
は
、
米
比
は
い
か
な
る
方
針
で

臨
み
、
ま
た
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
交
渉
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
米
安
保
条
約
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
と

く
に
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
交
渉
を
詳
細
に
分
析
し
た
研
究
成
果
は
こ
れ
ま
で
な
く
、
在
京
米
大
使
館
か
ら
在
比
米
大
使
館
宛
て

の
電
報
で
、
安
保
条
約
改
定
交
渉
の
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
筆
者
が
別
稿
で
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
（
2
）

。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程
を
、
ア
メ
リ
カ
側
史
料
を
も
と
に
解
明
す
る
。
こ
う
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し
た
二
国
間
交
渉
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
史
料
も
利
用
可
能
で
あ
れ
ば
、
検
証
精
度
が
よ
り
高
ま
る
。
た
だ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
立
公
文
書

館
に
問
い
合
わ
せ
た
か
ぎ
り
で
は
、
本
問
題
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
3
）

。
こ
う
し
た
制
約

は
あ
る
が
、
本
稿
は
、
以
下
の
節
で
、
つ
ぎ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
二
節
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
を
概
観
し
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
が
締
結
さ
れ
た
経
緯
を
跡
づ
け
る
。
第
三
節
は
、
事
前
協
議
制

度
が
盛
り
込
ま
れ
た
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
を
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
四
節
で
は
、
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
事
前
協
議
、
第
五
節
は
、

戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
に
つ
い
て
の
機
密
了
解
事
項
、
第
六
節
で
は
、
事
前
協
議
全
般
に
関
す
る
ボ
ー
レ
ン
の
書
簡
を
明
ら

か
に
す
る
。
最
後
の
第
七
節
で
、
事
前
協
議
制
度
を
中
心
に
、
日
米
交
渉
と
米
比
交
渉
と
を
比
較
す
る
。

二　

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
交
渉

一
九
四
六
年
七
月
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
独
立
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
が
誕
生
し
た
。
一
六
世
紀
半
ば
以
降
の
ス
ペ
イ
ン

に
よ
る
支
配
、
一
九
世
紀
末
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
の
支
配
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
独
立
後
も
、
旧
宗
主
国
ア

メ
リ
カ
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
、
一
九
四
七
年
に
米
比
軍
事
基
地
協
定
、
一
九
五
一
年
に
米
比
相
互
防
衛
条
約
を
締
結
し
（
一
九
五
二
年

発
効
）、
ア
メ
リ
カ
と
の
同
盟
関
係
を
強
化
し
て
い
っ
た
（
4
）

。

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
有
効
期
間
は
九
九
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
基
地
の
形
態
が
、
植
民
地
か
ら
基
地
租
借
に
変
わ
っ
た
に
す
ぎ

ず
、
同
条
約
は
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
継
続
を
象
徴
し
、
在
比
米
軍
基
地
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
・
国
民
の
批
判
の
的
と
な
っ
て

い
た
（
5
）

。
ま
た
、
相
互
防
衛
条
約
は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
相
互
防
衛
を
規
定
し
て
い
る
。
条
約
上
、
防
衛
義
務
が
発
生
す
る
地
域

は
、
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
い
ず
れ
か
当
事
者
へ
の
攻
撃
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
施
政
権
が
及
ば
な
い
太
平
洋
上
、
た
と
え
ば



一
九
四

公
海
上
の
一
方
当
事
者
の
船
舶
・
航
空
機
に
対
す
る
攻
撃
の
場
合
も
、
条
約
上
の
防
衛
義
務
が
生
じ
る
。
こ
の
点
は
、
新
日
米
安
保
条
約

の
条
約
地
域
が
、
日
本
本
土
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
米
比
相
互
防
衛
条
約
の
場
合
、
条
約
地
域
の
範
囲
が
広
く
規
定

さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
よ
り
相
互
性
の
高
い
条
約
と
な
っ
て
い
た
。

米
比
軍
事
基
地
協
定
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
か
ら
お
お
く
の
批
判
が
出
さ
れ
る
な
か
、
ま
ず
登
場
し
た
の
が
、
刑
事
裁
判
管
轄
権
の
問
題
で

あ
っ
た
。
一
般
に
、
こ
の
問
題
は
、
被
害
者
が
誰
か
、
加
害
者
が
誰
か
、
公
務
中
か
、
そ
れ
に
、
犯
罪
が
基
地
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
か

否
か
等
に
よ
り
、
取
り
扱
い
が
異
な
り
、
複
雑
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
当
時
の
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
刑
事
裁
判
管
轄
権
と

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
そ
れ
と
を
比
較
し
、
そ
の
違
い
が
明
確
に
な
る
典
型
的
な
例
を
紹
介
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
米
軍
人
が
基
地
内
で
犯
し

た
罪
の
被
害
者
が
受
入
国
民
の
場
合
で
あ
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
下
で
は
、
犯
行
場
所
が
基
地
内
の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
が
専
属
管

轄
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
そ
の
裁
判
は
ア
メ
リ
カ
側
が
お
こ
な
う
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
お
け
る
競
合
的
管
轄
権

で
は
、
受
入
国
民
が
被
害
者
の
場
合
、
受
入
国
が
優
先
的
に
裁
判
管
轄
権
を
行
使
す
る
（
6
）

。
こ
の
よ
う
に
基
地
内
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判

権
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
米
比
軍
事
基
地
協
定
、
と
り
わ
け
刑
事
裁
判
管
轄
権
の
改
定
問
題
は
、
一
九
五
四
年
か
ら
米
比
間
で
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
が
、

ま
っ
た
く
進
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
（
7
）

。
そ
う
し
た
な
か
、
一
九
五
七
年
四
月
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ー
レ
ン
が
駐
比
米
大
使
と
し
て
赴
任
す

る
。
ボ
ー
レ
ン
は
駐
ソ
大
使
を
つ
と
め
た
経
験
を
有
す
る
大
物
外
交
官
で
あ
っ
た
。
ボ
ー
レ
ン
の
交
渉
相
手
は
、
カ
ル
ロ
ス
・
ガ
ル
シ
ア

大
統
領
の
下
、
外
務
大
臣
を
つ
と
め
て
い
た
フ
ェ
リ
ク
ス
ベ
ル
ト
・
Ｍ
・
セ
ラ
ノ
で
あ
る
。
ボ
ー
レ
ン
と
セ
ラ
ノ
と
の
間
で
、
一
九
五
八

年
一
一
月
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
改
定
予
備
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
（
8
）

。
同
年
一
〇
月
に
は
、
日
米
安
保
条
約
改
定
を
め
ざ
し
、
藤
山
愛
一
郎

外
務
大
臣
と
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
二
世
駐
日
大
使
と
の
公
式
交
渉
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
日
米
安
保
条
約
と
米
比
軍
事
基
地
協
定
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一
九
五

の
改
定
交
渉
は
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
会
談
で
、
議
題
と
し
て
合
意
さ
れ
た
の
は
、
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
っ
た
。
⑴
こ
れ
ま
で
も
最
大
の
懸
案
事
項
と
な
っ

て
き
た
刑
事
裁
判
管
轄
権
の
問
題
。
⑵
基
地
の
運
営
問
題
。
こ
れ
に
は
、
基
地
内
に
あ
る
自
然
資
源
の
利
用
や
課
税
の
問
題
も
含
ま
れ
る
。

⑶
基
地
の
土
地
問
題
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
で
あ
っ
た
た
め
、
米
軍
基
地
の
境
界
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
多
数
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
不
要
と
な
っ
た
基
地
の
返
還
、
既
存
の
基
地
の
拡
張
問
題
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
⑷
軍
事
上
の
協
議
と
協
力
。
こ
れ
に
も

い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
基
地
使
用
の
た
め
の
協
議
が
も
っ
と
も
重
要
と
な
る
。

こ
の
う
ち
、
刑
事
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
の
交
渉
は
、
一
九
五
八
年
末
に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
、
一
九
五
九
年
七
月
に
い
た
り
、
ボ
ー
レ

ン
と
セ
ラ
ノ
は
、
前
述
の
四
つ
の
議
題
の
う
ち
、
基
地
の
土
地
問
題
を
先
に
交
渉
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
具
体
的
に
は
、
基
地
の
返
還

問
題
、
基
地
の
境
界
確
定
、
基
地
と
し
て
新
た
に
必
要
な
土
地
の
問
題
等
を
解
決
す
る
原
則
を
打
ち
出
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
は
、
八
月
一
〇
日
ま
で
に
合
意
に
い
た
っ
た
（
9
）

。
そ
の
後
、
両
者
は
、
基
地
使
用
と
い
う
議
題
に
取
り
組
み
、
最
終
的
に
合
意
す
る

の
は
一
〇
月
一
二
日
で
あ
る
。
交
渉
期
間
は
約
二
ヵ
月
で
あ
っ
た
。

基
地
使
用
を
め
ぐ
る
交
渉
で
の
争
点
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
核
兵
器
の
問
題
も
取
り
上
げ

ら
れ
た
が
、
日
米
間
と
は
異
な
り
、
か
な
り
明
確
な
形
で
こ
の
問
題
は
決
着
を
み
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基

地
使
用
で
は
ふ
た
つ
の
点
で
執
拗
に
抵
抗
し
た
。
ひ
と
つ
が
、
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
戦
闘
作
戦
行
動
の
範
囲
を
な
る
べ
く
広
く
し
よ

う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
以
外
に
も
協
議
の
余
地
を
残
そ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ふ
た
つ
を
中
心
に
本
稿
は
考
察
を
す
す
め
る
が
、
ま
ず
、
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
の
内
容
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
。



一
九
六

三　

ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
米
安
保
条
約
の
改
定
交
渉
中
、
在
京
米
大
使
館
か
ら
在
比
米
大
使
館
に
、
随
時
、
日
米
交
渉
の
進
捗
状
況
が

伝
え
ら
れ
て
い
た
。
事
前
協
議
制
度
は
、
日
米
安
保
条
約
に
特
有
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
改
定
交
渉
に
お
い
て
も

重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
交
渉
が
ま
と
ま
る
の
は
、
一
九
五
九
年
一
〇
月
一
二
日
で
あ
る
。
日
米
間
で
は
、「
討

議
の
記
録
」
に
つ
い
て
の
交
渉
が
す
で
に
終
了
し
、「
朝
鮮
議
事
録
」
の
交
渉
が
大
詰
め
を
迎
え
る
時
期
で
あ
っ
た
。

事
前
協
議
に
関
連
す
る
文
書
だ
け
を
取
り
あ
げ
る
と
、
ボ
ー
レ
ン
と
セ
ラ
ノ
は
、
三
つ
の
文
書
に
署
名
し
た
。
⑴
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
、

⑵
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
経
緯
と
解
釈
を
記
し
た
機
密
了
解
議
事
録
、
⑶
一
般
協
議
に
関
す
る
ボ
ー
レ
ン
の
書
簡
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

⑵
を
除
い
た
ふ
た
つ
の
文
書
は
、
報
道
陣
の
前
で
、
署
名
が
な
さ
れ
た
。
ま
ず
は
こ
の
三
つ
の
文
書
を
以
下
に
あ
げ
、
そ
の
後
に
内
容
を

検
討
す
る
。

合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
正
式
名
称
は
、「
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
間
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
に
あ
る
米
軍
基

地
の
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
作
戦
使
用
、
軍
事
基
地
の
期
間
と
終
了
、
お
よ
び
、
相
互
防
衛
に
関
す
る
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
で
あ
る
（
10
）

。

こ
の
名
称
か
ら
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
構
成
が
、
⒜
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
在
比
米
軍
基
地
の
作
戦
使
用
、
⒝
軍
事
基
地
使
用
の
期
間
と
終

止
、
⒞
相
互
防
衛
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⒝
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
な
ら
ば
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
そ
の
二
九
条
で
、
有
効
期
間
が
九
九
年
と
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ

ス
に
よ
る
香
港
の
租
借
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
、
き
わ
め
て
長
い
期
間
で
あ
る
。
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
は
、
期
間
は
二
五
年
に
短
縮
さ

れ
、
期
間
満
了
時
に
、
両
国
政
府
の
合
意
に
よ
り
、
協
定
の
更
新
も
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
満
了
前
に
双
方
の
合
意
で
終
止
す
る
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一
九
七

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

同
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
第
一
項
⒜
は
、
事
前
協
議
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

⒜
協
議
：
合
衆
国
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
に
あ
る
基
地
を
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
使
用
す
る
こ
と
は
、
米
比
相
互
防
衛
条
約
、
東
南

ア
ジ
ア
集
団
防
衛
条
約
に
し
た
が
っ
て
と
ら
れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
を
除
き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
政
府
と
の
事
前
協
議
の
主
題
と
す
る
。

合
衆
国
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
の
基
地
に
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
（
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
）
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
政
府

と
の
事
前
協
議
の
主
題
と
す
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
公
表
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
解
釈
を
示
し
た
機
密
了
解
議
事
録
（M

inute of U
nderstanding

）
と
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
九
五
九
年
一
〇
月
一
九
日
に
署
名
さ
れ
た
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
第
一
項
⒜
に
関
し
、「
戦
闘
作
戦
行
動
」
と
い
う
字
句
は
、
戦

闘
作
戦
行
動
を
直
接
し
か
け
る
意
味
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
直
接
し
か
け
る
」
と
い
う
字
句
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
字
句
に
よ
っ
て
、
国
連
憲
章
に
違
反
し
た
攻
撃
的
作
戦
を
目
的
に
、

基
地
が
使
用
さ
れ
る
と
の
意
味
に
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。



一
九
八

さ
ら
に
、
ボ
ー
レ
ン
か
ら
セ
ラ
ノ
宛
て
の
書
簡
の
本
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

在
比
基
地
の
協
議
を
お
こ
な
う
た
め
、
議
題
が
合
意
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
を
協
議
し
て
き
た
が
、
こ
れ
と
関
連
し
、

協
議
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
項
が
合
意
に
い
た
り
、
公
式
文
書
と
な
る
場
合
、
そ
の
な
か
に
、
わ
が
国
政
府
は
つ
ぎ
の
文
言
を
盛
り
込

む
用
意
が
あ
る
旨
を
本
使
は
貴
大
臣
に
通
知
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
協
定
に
お
い
て
は
、
し
か
る
べ
き
状
況
下
、
い
ず
れ
の
政
府
も
特
に
関
心
の
あ
る
問
題
を
他
方
の
政
府
に
提
起
し
う

る
固
有
の
権
利
を
有
し
、
そ
の
権
利
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。」

以
下
、
こ
の
順
番
で
検
討
す
る
。

四　

長
距
離
ミ
サ
イ
ル
に
関
す
る
事
前
協
議

合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
は
、
そ
の
後
段
に
、
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
在
比
米
軍
基
地
へ
の
設
置
（establishm

ent

）
が
事
前
協
議
の
対
象

と
な
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
核
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い
。
た
だ
、
経
済
性
や
命
中
精
度
か
ら
考
え
、
長
距
離
ミ
サ
イ

ル
に
通
常
爆
弾
は
搭
載
さ
れ
ず
、
核
弾
頭
を
搭
載
す
る
の
が
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
（
11
）

。
し
た
が
っ
て
、
米
比
間
で
は
、
日
米
間
の
よ
う
な

核
の
持
ち
込
み
問
題
は
浮
上
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
核
弾
頭
を
搭
載
し
た
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
に
つ
い
て
の
米
側
の
立
場
を
考
え
る
上
で
、
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一
九
九

こ
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
国
務
省
か
ら
ボ
ー
レ
ン
に
発
せ
ら
れ
た
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
訓
令
（
一
九
五
九
年
八
月
一
三
日
付
）
を
み
て
み
よ
う
（
12
）

。
そ
れ
に

よ
る
と
、
在
比
米
軍
基
地
に
核
兵
器
を
持
ち
込
み
・
貯
蔵
す
る
ア
メ
リ
カ
の
権
利
の
話
を
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。
も
し
セ
ラ
ノ
が
こ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
な
ら
、
ボ
ー
レ
ン
は
、「
核
兵
器
は
、
現
在
の
米
軍
全
体
の
装
備
の
な
か
の

一
部
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
を
根
拠
に
、
核
兵
器
の
展
開
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
」
と
答
え
る
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

セ
ラ
ノ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
の
核
の
存
否
を
尋
ね
た
な
ら
、
核
の
所
在
は
「
肯
定
も
否
定
も
し
な
い
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
公
式
政
策
を

説
明
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
核
兵
器
が
存
在
す
る
と
の
明
言
は
避
け
る
と
な
っ
た
。
た
だ
、
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
会
談
で
セ
ラ
ノ
は
核
の
問

題
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
ず
、
両
者
の
間
で
突
っ
込
ん
だ
議
論
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
（
13
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
で
も
、
ミ
サ
イ
ル
基
地
建
設
問
題
へ
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九
五
八
年
五
月
、
ク
ラ
ロ
・

Ｍ
・
レ
ク
ト
上
院
議
員
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
の
基
地
に
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
貯
蔵
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
発
射
基
地
が
建
設
さ
れ
る
場

合
に
は
、
建
設
前
に
、
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
の
決
議
案
を
提
出
し
て
い
た
。
こ
の
案
は
、
そ
の
後
す
ぐ
、
上
院
に
お
い
て
全
会

一
致
で
採
択
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。
こ
の
決
議
案
に
は
、「
避
雷
針
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
た
。
避
雷
針
と
は
ミ
サ
イ
ル
基
地
を
意
味
し
、

戦
争
に
な
っ
た
場
合
、
そ
こ
が
敵
の
核
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
の
主
た
る
目
標
と
な
り
、
瞬
時
に
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
土
が
破
壊
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
の
事
情
も
あ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
事
前
協
議
お
よ
び
そ
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
ミ
サ
イ

ル
発
射
基
地
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
建
設
で
き
な
い
、
と
セ
ラ
ノ
は
主
張
し
た
。
同
時
に
、
セ
ラ
ノ
は
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
や
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
若
干
の
修
文
が
施
さ
れ
、
こ
の
セ
ラ
ノ
の
提
案
は
、
最
終
的
に
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
第
一
項
⒜
後
段
の
文



二
〇
〇

言
と
な
る
。

こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
事
例
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
核
の
持
ち
込
み
と
し
て
何
を
考
え
て
い
た
の
か
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ

は
、
核
の
問
題
を
、
直
接
、
提
起
す
る
の
を
避
け
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
提
案
に
応
じ
る
形
で
、
ミ
サ
イ
ル
基
地
建
設
を
事
前
協
議
の
対
象

と
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
、
核
「
持
ち
込
み
」
の
本
来
の
姿
だ
と
考
え
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、
事
前
協
議
の
対
象
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
や
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
と
い
っ
た
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
基
地
の
建
設
と
明
確
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
、
た
と
え
ば
、
核
搭
載
艦
船
の
寄
港
等
と
い
っ
た
問
題
が
議
論
さ
れ
た
様
子
は
な
い
。
セ
ラ
ノ
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
つ
ぎ
に
論

じ
ら
れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

五　

機
密
了
解
議
事
録

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
交
渉
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
も
っ
と
も
意
欲
を
燃
や
し
、
そ
し
て
、
日
本
側
の
対
応
と
の
大
き
な
違
い
が

出
た
の
は
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
八
月
二
三
日
、
中
華
人
民
共
和
国
人
民
解
放
軍
が
中
華
民
国
（
国

府
）
の
支
配
す
る
金
門
馬
祖
と
い
う
ふ
た
つ
の
島
へ
の
砲
撃
を
開
始
し
た
。
両
島
は
中
国
大
陸
の
沿
岸
か
ら
、
わ
ず
か
数
キ
ロ
し
か
離
れ

て
お
ら
ず
、
こ
の
金
門
馬
祖
砲
戦
は
、
一
〇
月
の
初
め
ま
で
続
い
た
。
そ
の
際
、
国
府
軍
の
航
空
機
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
あ
る
米
軍
基
地
を

利
用
し
た
こ
と
も
あ
り
、
中
共
軍
戦
闘
機
が
国
府
軍
戦
闘
機
を
追
跡
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
領
内
に
入
り
込
み
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
戦
争
に
捲
き

込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
広
が
っ
た
。
こ
の
結
果
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
に
あ
る
米
軍
基
地
の
使
用
に
つ
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
の
意
思
を
表
明
し
う
る
制
度
を
作
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
声
が
高
ま
っ
た
。
一
九
五
九
年
に
入
り
、
セ
ラ
ノ
は
ボ
ー
レ
ン
に
、
金

門
馬
祖
に
関
連
し
て
、
今
後
、
こ
う
し
た
危
機
が
起
る
場
合
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
そ
の
事
実
が
報
告
さ
れ
、
協
議
さ
れ
る
必
要
が
あ
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二
〇
一

る
、
と
伝
え
て
い
た
（
15
）

。

こ
の
問
題
の
本
質
は
、
米
軍
の
基
地
使
用
を
ど
の
程
度
ま
で
制
約
す
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
日
米
の
交
渉

過
程
で
は
、
日
本
側
は
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
を
除
き
、
な
る
べ
く
制
限
し
な
い
よ
う
に
つ
と
め
、
補
給
と
い
っ
た
後
方
支

援
活
動
は
事
前
協
議
の
対
象
で
は
な
い
と
の
方
針
で
交
渉
に
臨
ん
で
い
た
（
16
）

。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く

と
、
も
と
も
と
事
前
協
議
制
度
を
ど
の
よ
う
な
国
際
約
束
の
形
式
（
交
換
公
文
か
議
定
書
か
）
と
す
る
か
が
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

そ
の
形
式
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
実
質
的
に
は
事
前
協
議
制
度
を
さ
す
。

こ
れ
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
日
本
の
よ
う
な
前
提
を
置
か
ず
、
事
前
協
議
の
対
象
を
一
か
ら
考
え
直
す
態
度
で
交
渉
に
臨
ん
だ

の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
一
次
資
料
を
入
手
で
き
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
も
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
み

た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
姿
勢
と
し
て
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

公
表
さ
れ
た
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
第
一
項
⒜
の
前
段
で
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
在
比
米
軍
基
地
の
作
戦
使
用
は
、
米
比
相
互
防
衛

条
約
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
集
団
防
衛
条
約
に
し
た
が
っ
て
と
ら
れ
る
行
動
を
除
き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
と
の
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
、

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
は
、
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
強

い
て
違
い
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
で
は
、「
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
の
使
用
」
が
事
前
協
議
の
対
象
で
あ

る
の
に
対
し
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
は
「
基
地
の
作
戦
使
用
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
だ
、
戦
闘
作
戦
行
動
と
は
何
か
を
め

ぐ
っ
て
、
日
本
と
は
異
な
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
米
側
の
解
釈
を
す
ん
な
り
と
受
け
い
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
が
、
機
密
「
了
解
議
事
録
」
で
あ
る
。
戦
闘
作
戦
行
動
と
は
、
そ
の
行
動
を
「
直
接
仕
掛
け
る
」（the 

direct launching

）
と
の
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
日
米
間
の
秘
密
文
書
「
討
議
の
記
録
」
第
二
項
⒝
で
は
、「
行
な
わ
れ
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る
」（be initiated from

）
と
い
う
字
句
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
交
渉
中
は
、「
直
接
仕
掛
け
る
」
と
い
う
字
句
も
検
討
さ
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
、
一
九
五
九
年
五
月
、
ア
メ
リ
カ
側
が
提
示
し
た
事
前
協
議
に
つ
い
て
の
非
公
表
交
換
公
文
案
で
は
、
日
本
防
衛
を
除
く
軍
事
作

戦
の
協
議
は
、
戦
闘
行
動
を
在
日
基
地
か
ら
直
接
仕
掛
け
る
場
合
の
み
必
要
と
な
る
と
な
っ
て
い
た
（
17
）

。

た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
要
望
に
よ
り
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
か
ら
こ
の
「
直
接
仕
掛
け
る
」
と
い
う
字
句
は
削
除
さ
れ
た
旨
が
、

米
比
間
の
「
了
解
議
事
録
」
に
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
字
句
が
、
国
連
憲
章
に
違
反
し
、
攻
撃
作
戦
に
基
地
が

使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
九
年
八
月
一
三
日
付
け
の
国
務
省
か
ら
ボ
ー
レ
ン
宛
て
の
訓
令
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
つ
い
て
、「
米
軍
の
重
要
な
配

置
（m

ajor deploym
ents

）
お
よ
び
そ
の
装
備
に
お
け
る
重
要
な
変
更
に
つ
い
て
の
協
議
は
避
け
た
い
。
も
し
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
が
、
基

地
使
用
に
つ
い
て
の
協
議
を
求
め
て
く
る
な
ら
、
以
下
の
協
議
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い

た
（
18
）

。
そ
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
と
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

戦
闘
作
戦
を
直
接
仕
掛
け
る
た
め
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
に
あ
る
米
軍
基
地
を
作
戦
使
用
す
る
こ
と
は
、
米
比
相
互
防
衛
条
約
、

東
南
ア
ジ
ア
集
団
防
衛
条
約
に
し
た
が
っ
て
と
ら
れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
を
除
き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
政
府
と
の
事
前
協
議
の
主
題
と
す

る
。

合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
第
一
項
⒜
前
段
の
原
型
と
な
る
案
で
あ
る
。
こ
の
核
心
部
分
は
、「
戦
闘
作
戦
を
直
接
仕
掛
け
る
こ
と
」（direct 

launching of com
bat operations

）
を
目
的
と
す
る
基
地
使
用
の
み
が
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
信
・
補
給
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と
い
っ
た
後
方
支
援
活
動
、
さ
ら
に
は
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
前
段
階
で
あ
る
作
戦
準
備
行
動
は
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
対
象
外
と
な
る
。

八
月
二
一
日
の
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
会
談
で
、
こ
の
提
案
に
、
セ
ラ
ノ
は
、
戦
争
に
い
た
る
可
能
性
の
あ
る
状
況
下
で
は
、
戦
闘
作
戦

行
動
の
前
段
階
に
あ
た
る
米
軍
の
補
給
・
作
戦
準
備
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
も
、
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
19
）

。

こ
う
し
た
基
地
使
用
を
事
前
協
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、「
戦
争
に
い
た
る
可
能
性
の
あ
る
状
況
下
」
と
い
う
限
定
つ
き
で
あ
る
が
、

日
米
交
渉
で
は
い
さ
さ
か
考
え
に
く
い
要
求
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
本
側
は
、
平
時
は
も
ち
ろ
ん
、
緊
急
時
に
お
い
て
も
、
直
接
の

戦
闘
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
で
な
け
れ
ば
、
後
方
支
援
は
可
能
で
あ
る
と
の
前
提
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
平
時
・
戦
時
を
問
わ
ず
、

後
方
支
援
は
当
然
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
セ
ラ
ノ
の
要
請
を
国
務
省
は
あ
っ
さ
り
拒
否
し
た
。
国
務
省
か
ら
ボ
ー
レ
ン
宛
て
の
電
報
（
八
月
三
一
日
）
に
は
、「
ど
の
よ
う
な

形
で
あ
れ
、
米
軍
が
現
実
に
軍
事
行
動
に
捲
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
後
方
支
援
お
よ
び
作
戦
準
備
行
動
に
事
前
協
議
が
必
要

だ
と
の
セ
ラ
ノ
の
提
案
は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
。」
と
記
さ
れ
て
い
た
（
20
）

。
ま
た
、
日
本
と
の
交
渉
例
が
あ
げ
ら
れ
、
同
様
の
状
況
下
で
、

日
本
と
合
意
し
た
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
で
は
、
協
議
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
あ
っ
た
。

こ
の
点
、
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
で
は
、
日
本
国
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
が
事
前
協
議
の
対
象
で

あ
り
、
ま
た
、「
討
議
の
記
録
」
第
二
項
⒝
は
、
戦
闘
作
戦
行
動
と
は
、「
日
本
国
か
ら
日
本
国
以
外
の
地
域
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
る
。」
と
な
っ
て
い
た
（
21
）

。
し
た
が
っ
て
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
の
み
が
事

前
協
議
の
対
象
な
の
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
交
渉
過
程
の
記
録
を
み
て
も
、
安
保
改
定
の
正
式
交
渉
が
は
じ
ま
る
一
九
五
八
年
九
月
の

時
点
で
、
藤
山
外
務
大
臣
は
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
国
務
長
官
に
、
米
軍
の
補
給
基
地
と
し
て
の
使
用
は
現
行
ど
お
り
で
あ

る
旨
を
伝
え
て
い
た
（
22
）

。
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九
月
一
〇
日
に
開
か
れ
た
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
会
談
で
（
23
）

、
セ
ラ
ノ
は
、
米
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
中
の
「
直
接
仕
掛
け
る
」（direct 

launching
）
と
い
う
字
句
に
疑
問
を
呈
し
、
そ
れ
を
削
除
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ー
レ
ン
は
、
こ
の
字
句
の
な
い
戦
闘

作
戦
（com

bat operations

）
で
は
、
あ
ま
り
に
も
意
味
が
広
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
事
前
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
を
特
定
す
る
必
要

が
あ
る
と
応
じ
て
い
る
。
ボ
ー
レ
ン
の
考
え
で
は
、
在
比
米
軍
基
地
か
ら
実
際
に
攻
撃
が
開
始
さ
れ
る
場
合
の
み
が
事
前
協
議
の
対
象
で

あ
っ
た
。

セ
ラ
ノ
が
そ
の
字
句
の
削
除
を
要
請
し
た
論
法
は
、
差
し
迫
っ
た
危
機
の
場
合
、
戦
闘
作
戦
の
た
め
の
基
地
使
用
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、

「
大
規
模
な
後
方
支
援
目
的
の
基
地
使
用
」
な
の
か
、
敵
に
し
て
み
れ
ば
区
別
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た

基
地
使
用
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
戦
争
に
捲
き
込
ま
れ
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
協
議
の
対
象
を
広
く
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ー
レ
ン
は
、
基
地
の
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
後
方
支
援
と

作
戦
準
備
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
制
限
は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
、
と
主
張
し
た
。
理
由
は
、
軍
事
作
戦
は
後
方

支
援
計
画
と
一
体
を
な
し
て
お
り
、
他
国
と
の
協
定
を
み
て
も
、
ア
メ
リ
カ
側
の
後
方
支
援
活
動
を
制
限
し
た
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
か

ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
レ
ン
は
、
海
外
に
あ
る
米
軍
基
地
の
多
く
は
後
方
支
援
の
た
め
に
あ
り
、
も
し
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る

と
、
侵
略
の
抑
止
と
い
う
本
来
の
目
的
に
必
要
な
能
力
が
失
な
わ
れ
る
と
指
摘
し
た
。

九
月
末
に
い
た
り
、
セ
ラ
ノ
は
、
ア
メ
リ
カ
側
作
成
の
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
案
に
同
意
す
る
。
た
だ
、
第
一
項
⒜
前
段
に
あ
る
「
戦
闘

作
戦
行
動
を
直
接
仕
掛
け
る
」（direct launching of com

bat operations
）
と
い
う
字
句
を
、
今
度
は
、「
戦
争
目
的
」（w

ar purposes

）

に
変
更
す
る
よ
う
求
め
て
き
た
。
ボ
ー
レ
ン
は
、
こ
れ
で
は
意
味
が
拡
が
り
す
ぎ
る
と
し
、「
直
接
仕
掛
け
る
」
と
い
う
字
句
は
、
軍
事

上
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
と
し
て
、
米
案
に
理
解
を
求
め
た
。
セ
ラ
ノ
は
、
そ
の
用
語
法
で
は
、
攻
撃
行
動
を
と
る
と
い
う
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特
別
な
意
味
合
い
が
あ
り
、
事
前
協
議
の
対
象
が
狭
く
な
り
す
ぎ
る
と
反
論
し
た
。
協
議
の
結
果
、”direct launching ”

と
い
う
語
句

を
落
と
し
、”for com

bat operations ”

と
す
る
こ
と
で
両
者
は
合
意
し
、
ボ
ー
レ
ン
は
そ
れ
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
請
訓
し
た
（
24
）

。
こ
れ
に
、

国
務
省
は
、「
直
接
仕
掛
け
る
」
を
落
と
す
の
で
あ
れ
ば
、「
作
戦
行
動
」（com

bat operations

）
を
日
米
間
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
あ
る

「
戦
闘
作
戦
行
動
」（m

ilitary com
bat operations

）
に
変
更
す
る
よ
う
求
め
、
作
戦
行
動
の
意
味
が
拡
大
解
釈
さ
れ
る
余
地
を
な
く
そ
う

と
し
た
。

最
終
的
な
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
は
、
事
前
協
議
の
対
象
は
、「
戦
闘
」
を
付
加
し
た
「
戦
闘
作
戦
行
動
」
の
た
め
の
在
比
米
基
地
の

作
戦
使
用
に
修
正
さ
れ
、「
直
接
仕
掛
け
る
」
と
い
う
字
句
は
削
除
さ
れ
た
。
た
だ
、「
戦
闘
作
戦
行
動
」
だ
け
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が

依
然
と
し
て
こ
れ
を
広
く
解
釈
し
、
こ
の
文
言
に
補
給
等
も
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
、
秘
密
了
解
議
事
録
を
作
成

し
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
交
渉
の
経
緯
を
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
秘
密
了
解
議
事
録
に
記
さ
れ
た
内
容
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
思
惑
に
は
ず
れ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
直
接
仕
掛
け
る
」
と
い

う
字
句
が
、
国
連
憲
章
に
違
反
し
、
攻
撃
作
戦
を
お
こ
な
う
と
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
そ
の
字
句

を
削
除
し
た
と
い
う
の
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
考
え
で
あ
っ
た
（
25
）

。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
「
直
接
仕
掛
け
る
」
と
い
う
字
句
の
削
除
を

要
請
し
た
理
由
は
、「
戦
闘
作
戦
行
動
」
を
限
定
的
に
解
釈
し
な
い
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
事
前
協
議
の
対
象
を
な
る
べ
く
広
げ
る
意
図
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

六　

ボ
ー
レ
ン
の
書
簡

戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
を
め
ぐ
る
事
前
協
議
で
は
、
セ
ラ
ノ
は
さ
ら
に
別
の
提
案
も
お
こ
な
っ
て
い
た
（
26
）

。
ま
ず
、
セ
ラ
ノ
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は
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
、「
合
衆
国
は
、
議
題
と
な
っ
て
い
る
基
地
の
そ
の
他
の
使
用
に
つ
い
て
、
要
請
が
あ
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

と
か
な
ら
ず
協
議
す
る
。」
と
の
一
文
を
入
れ
る
よ
う
要
求
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
基
地
の
あ
ら
ゆ
る
使
用
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ

カ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
要
請
に
応
じ
、
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
表
現
は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
と

し
て
、
ボ
ー
レ
ン
は
セ
ラ
ノ
の
提
案
を
拒
否
し
た
。

つ
ぎ
に
、
セ
ラ
ノ
は
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
末
尾
に
、「
両
国
政
府
が
関
心
を
有
す
る
し
か
る
べ
き
事
例
に
つ
い
て
、
相
互
に
協
議

す
る
権
利
は
こ
の
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
な
い
。」
と
い
う
一
文
を
挿
入
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
両
国
政
府
は
そ
れ
ぞ

れ
の
関
心
事
項
を
協
議
す
る
権
利
を
有
し
、
こ
の
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
利
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
一
見
、
な
ん
の
変
哲
も
な
い
、
当
た
り
前
の
よ
う
な
規
定
に
み
え
る
。

こ
の
セ
ラ
ノ
の
要
求
に
、
ボ
ー
レ
ン
は
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
内
容
は
特
定
の
問
題
を
対
象
と
す
べ
き
で
、
一
般
的
な
協
議
規
定
を

挿
入
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
側
が
同
意
で
き
な
い
補
給
に
つ
い
て
の
事
前
協
議
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

こ
う
し
た
文
言
の
挿
入
に
反
対
し
た
（
27
）

。
セ
ラ
ノ
が
こ
の
一
文
を
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
入
れ
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
ま
さ
に
そ
こ
に

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
で
は
、
セ
ラ
ノ
は
さ
ら
に
食
い
下
が
り
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
入
れ
な
く
て
も
い
い
が
、
同
メ
モ
ラ

ン
ダ
ム
と
は
別
の
合
意
議
事
録
に
入
れ
る
の
は
ど
う
か
と
提
案
し
て
き
た
。
セ
ラ
ノ
は
、
こ
の
提
案
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
取
り
次
ぐ
よ
う
要

請
し
、
ボ
ー
レ
ン
は
そ
れ
に
同
意
し
た
も
の
の
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
受
け
い
れ
る
か
ど
う
か
に
疑
問
を
呈
し
た
。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
セ
ラ
ノ
が
、
戦
闘
作
戦
行
動
を
除
く
後
方
支
援
お
よ
び
作
戦
準
備
行
動
に
つ
い
て
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

側
が
協
議
を
申
し
立
て
る
何
等
か
の
手
が
か
り
を
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
無
理
な
ら
、
合
意
議
事
録
と
い
っ
た
文
書

に
残
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ー
レ
ン
は
、
そ
う
し
た
手
が
か
り
を
一
切
残
さ
な
い
よ
う
に
つ
と
め
た
。
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た
だ
、
友
好
国
・
同
盟
国
が
、
本
来
有
す
る
協
議
と
い
う
権
利
を
、
ア
メ
リ
カ
側
が
否
定
し
て
い
る
と
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
は
、
ア
メ

リ
カ
側
も
避
け
た
い
と
考
え
て
い
た
。
実
際
、
米
比
相
互
防
衛
条
約
第
三
条
に
は
、
一
般
的
な
協
議
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
28
）

。
そ
こ
で
、

交
渉
を
妥
結
さ
せ
る
方
法
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
、
友
好
国
・
同
盟
国
が
望
む
な
ら
、
政
府
は
い
か
な
る
問
題
も
提
起
で
き
る
固
有
の
権

利
が
あ
り
、
そ
れ
に
触
れ
る
規
定
を
置
く
こ
と
で
あ
っ
た
（
29
）

。

最
終
的
に
、
一
般
協
議
の
文
言
を
ア
メ
リ
カ
側
は
受
け
い
れ
た
。
た
だ
し
、
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
な
か
や
そ
れ
に
附
属
す
る
文
書
に

で
は
な
く
、
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
間
で
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
四
つ
の
協
議
事
項
の
交
渉
が
す
べ
て
完
了
し
、
最
終
的
な
公
式
合
意
文
書

で
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ボ
ー
レ
ン
の
書
簡
は
、
こ
の
経
緯
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
締
結
後
、
ボ
ー
レ
ン
は
す
ぐ
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
離
任
し
た
。
当
初
の
議
題
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
交
渉
が
終

了
し
、
最
終
的
に
、
ラ
ス
ク
・
ラ
モ
ス
協
定
が
締
結
さ
れ
た
の
は
、
七
年
後
の
一
九
六
六
年
九
月
一
六
日
で
あ
る
。
こ
の
協
定
は
、
マ
ル

コ
ス
大
統
領
が
訪
米
し
た
際
、
デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ス
ク
国
務
長
官
と
ナ
ル
シ
ー
ソ
・
ラ
モ
ス
外
務
大
臣
と
の
間
で
か
わ
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
（
30
）

。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
九
五
九
年
一
〇
月
の
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
合
意
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
相
互
防
衛
に
関
す
る
米
国
の
政
策
が
表
明
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
二
九
条
が
改
定
さ
れ
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
協
定
期
間

が
二
五
年
に
短
縮
さ
れ
た
。
改
定
は
こ
の
九
月
一
六
日
か
ら
発
効
し
、
そ
の
二
五
年
後
の
一
九
九
一
年
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
は
期
限
満

了
を
も
っ
て
終
了
し
た
。

七　

日
米
・
米
比
の
比
較

日
米
安
保
条
約
と
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
と
を
比
較
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
点
で
お
お
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
形
式
、



二
〇
八

つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
と
い
う
点
に
着
目
す
る
。
日
米
に
は
、
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
と
い
う
公
表
文
書
が
あ
り
、
そ
の
解
釈
文
書

と
し
て
非
公
表
の
「
討
議
の
記
録
」
が
作
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
国
連
軍
が
攻
撃
を
受
け
た
場
合
、
国
連
統
一
司
令
部
下
の
在
日
米
軍

が
、
事
前
協
議
な
し
で
戦
闘
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
朝
鮮
議
事
録
と
い
う
密
約
が
か
わ
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
米
比
間
で
は
、
ボ
ー
レ

ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
が
公
表
文
書
で
あ
り
、
そ
れ
に
、
機
密
了
解
議
事
録
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
書
簡
と
い
う
形
式
と

な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
と
っ
て
の
脅
威
は
、
そ
の
国
が
置
か
れ
た
地
理
的
状
況
や
歴
史
的
経
緯
に
よ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
異
な
る
。

日
本
の
場
合
、
最
大
の
脅
威
と
考
え
ら
れ
た
の
は
朝
鮮
半
島
有
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
戦
闘
作
戦

行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
が
、
事
前
協
議
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
が
、
お
お
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、
こ
の
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
問
題
に
は
、
一
九
五
八
年
の
第
二
次
台
湾
海
峡
危
機
が
影
響
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
に
、
国
府
軍
が
在
比
米
軍
基
地
を
使
用
し
て
お
り
、
中
共
軍
が
国
府
軍
の
戦
闘
機
を
追
っ
て
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
飛
来
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
在
比
米
軍
基
地
の
使
用
に
つ
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
非

常
に
神
経
を
使
い
、
戦
闘
作
戦
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
準
備
段
階
の
駐
留
も
、
事
前
協
議
の
対
象
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
意
図
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な
い
点
も
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
側
と
他
の
同
盟
諸
国
が
締
結

し
て
い
る
軍
事
条
約
に
な
ら
い
、
補
給
等
の
後
方
支
援
は
事
前
協
議
の
対
象
で
は
な
い
と
し
て
決
着
が
つ
い
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
違
い
は
、
核
の
持
ち
込
み
の
場
合
、
日
本
側
は
国
民
の
反
核
感
情
を
踏
ま
え
、
慎
重
な
対
応
を
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
日
米
間
で
は
、
安
保
改
定
以
前
か
ら
、
核
搭
載
艦
船
の
寄
港
が
核
持
ち
込
み
で
は
な
い
か
と
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
寄
港
は
、

安
保
改
定
交
渉
で
は
「
配
置
に
お
け
る
重
要
な
変
更
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
巷
間
、
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
装
備
に
お
け
る
重
要
な
変
更
」
と
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し
て
処
理
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
米
艦
船
の
寄
港
等
は
、
こ
の
「
配
置
に
お
け
る
重
要
な
変
更
」
に
は
あ
た
ら
ず
、
事
前
協

議
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
藤
山
外
務
大
臣
は
口
頭
で
は
了
解
し
て
お
り
、
た
だ
、
そ
の
文
書
化
に
強
く
抵
抗
し
た

経
緯
が
あ
る
（
31
）

。
そ
の
結
果
、
文
理
解
釈
上
は
あ
い
ま
い
さ
の
残
る
「
討
議
の
記
録
」
と
い
う
文
書
で
解
決
を
み
た
。
核
搭
載
艦
船
の
寄
港

等
が
事
前
協
議
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
を
日
米
の
交
渉
当
事
者
は
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、「
核
の
所
在
を
肯
定
も
否

定
も
し
な
い
」
と
い
う
政
策
が
あ
り
、
ま
た
、
兵
器
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
通
常
兵
器
と
核
兵
器
と
を
区
別
し
な
い
原
則
が
あ
っ
た
。
そ

こ
か
ら
、
日
本
側
も
核
搭
載
艦
船
の
寄
港
等
は
事
前
協
議
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
場
合
、
核
兵
器
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
用
の
基
地
が
建
設
さ
れ
る
と
、
そ

の
基
地
が
避
雷
針
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
攻
撃
の
対
象
に
な
る
の
で
は
と
い
う
懸
念
を
抱
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
核
兵
器
そ
れ

自
体
の
議
論
は
、
米
比
間
で
は
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
戦
争
が
起
っ
た
場
合
に
、
攻
撃
目
標
と
な
る
長
距
離
ミ
サ

イ
ル
基
地
の
設
置
を
事
前
協
議
の
対
象
と
す
る
よ
う
要
求
し
、
ア
メ
リ
カ
側
も
そ
れ
を
受
け
い
れ
た
。

以
上
、
事
前
協
議
の
個
別
の
問
題
を
対
象
に
、
日
米
・
米
比
間
の
交
渉
と
そ
の
結
果
を
比
較
し
て
き
た
。
日
米
間
の
交
渉
の
場
合
、
日

本
側
は
、
事
前
協
議
の
例
外
を
認
め
た
く
な
い
と
の
交
渉
方
針
で
あ
っ
た
が
、
核
の
持
ち
込
み
と
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
は

密
約
で
決
着
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
事
前
協
議
の
対
象
を
な
る
べ
く
広
げ
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
れ

は
ほ
と
ん
ど
功
を
奏
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
宗
主
国
か
ら
独
立
を
果
た
し
、
米
比
軍
事
基
地

協
定
と
い
う
基
地
租
借
協
定
を
結
ば
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
、
そ
の
真
の
独
立
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定

交
渉
を
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
九
九
一
年
の
ピ
ナ
ツ
ボ
山
の
噴
火
を
契
機
に
、
同
協
定
の
満
了
を
も
っ
て
、
そ
の
後
す
ぐ
米
軍
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
完
全
撤
退
し
た
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
か
ら
、
四
半
世
紀
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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（
1
） 

フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
米
軍
が
撤
退
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
松
宮
敏
樹
『
こ
う
し
て
米
軍
基
地
は
撤
去
さ
れ
た
！
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
選
択
』
新
日
本

出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
Ｇ
・
シ
ン
ブ
ラ
ン
（
新
田
準
訳
）『
フ
ィ
リ
ピ
ン
民
衆
Ｖ
Ｓ
米
軍
駐
留

│
基
地
完
全
撤
去
と
Ｖ
Ｆ
Ａ
』

凱
風
社
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。

（
2
） 
信
夫
隆
司
「
核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
」『
政
経
研
究
』
四
九
巻
四
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
七
一
│
一
一
八
頁
。

（
3
） 

二
〇
一
二
年
九
月
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
立
公
文
書
館
に
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
の
交
渉
に
関
す
る
文
書
の
有
無
を
問
い
合
わ
せ
た
が
、
文
書
は

存
在
し
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

（
4
） 

伊
藤
裕
子
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
軍
事
戦
略
的
重
要
性
の
変
化
と
一
九
四
七
年
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
成
立
過
程
」『
国
際
政
治
』
一
一
七
号
、

一
九
九
八
年
三
月
、
二
〇
九
│
二
二
四
頁
、
中
野
聡
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
米
軍
基
地
問
題

│
植
民
地
時
代
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で

│
」
藤
本
博
・

島
川
雅
史
（
編
著
）『
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
と
在
日
米
軍

│
日
米
安
保
体
制
の
歴
史

│
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
三
│
二
一
六
頁
参

照
。

（
5
） 

吉
田
重
信
「
韓
国
、
国
府
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
各
国
に
お
け
る
駐
留
米
軍
の
地
位

│
米
韓
、
米
華
地
位
協
定
及
び
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
研

究

│
」『
外
務
省
調
査
月
報
』
九
巻
一
号
、
一
九
六
八
年
一
月
、
一
三
頁
。

（
6
） W

illiam
 E
. B
erry, Jr., U

.S
. B

ases in
 th

e P
h

ilippin
es: T

h
e E

volu
tion

 of th
e S

pecial R
elation

sh
ip, B

oulder: W
estview

 

P
ress, 1989, p. 59.

（
7
） B

erry, U
.S

. B
ases in

 th
e P

h
ilippin

es, pp. 83-97.

（
8
） 

一
九
五
八
年
一
一
月
以
降
の
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
予
備
交
渉
に
つ
い
て
は
、“M

em
orandum

 P
repared in the O

ffi  ce of S
outhw

est 

P
acifi c A

ff airs, A
pril 10, 1959”

（S
ecret

）, F
oreign

 R
elation

s of th
e U

n
ited

 S
tates

（
以
下
、F

R
U

S

と
略
記
）, 1958-1960, S

outh 

and S
outheast A

sia. V
ol. X

V
, D
ocum

ent 435

に
負
う
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
。

（
9
） 

“M
em
orandum

 by the D
irector of the O

ffi  ce of S
outhw

est P
acifi c A

ff airs, O
ctober 15, 1959”

（S
ecret

）, F
R

U
S

 1958-1960, 

S
outh and S

outheast A
sia, V

ol. X
V
, D
ocum

ent 447.

（
10
） 

“M
em
orandum

 of A
greem

ent betw
een of the R

epublic of the P
hilippines and the G

overnm
ent of the U

nited S
tates of 



ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
と
事
前
協
議
制
度
（
信
夫
）

二
一
一

A
m
erica on the O

perational U
se of the U

nited S
tates B

ases in the P
hilippines for M

ilitary C
om
bat O

perations, the D
uration 

and T
erm
ination of the U

se of M
ilitary B

ases, and M
utual D

efense. S
igned at M

anila, O
ctober 12, 1959,” M

aydee B
. Y
orac, 

P
h

ilippin
e T

reaty S
eries: A

 C
ollection

 of th
e T

exts of T
reaties an

d
 O

th
er In

tern
ation

al A
greem

en
ts to W

h
ich

 th
e P

h
ilippin

es 

is a P
arty, V

olu
m

e IV
, 1959-1965, L

aw
 C
enter, C

ollege of L
aw
, U
niversity of the P

hilippines, 1968, pp. 11-14.

（
11
） 

上
村
伸
一
『
相
互
協
力
安
全
保
障
条
約
の
解
説
』
時
事
通
信
社
、
一
九
六
五
年
、
七
九
頁
。

（
12
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in the P

hilippines, N
o. 481, A

ugust 13, 1959”

（T
op S

ecret

）, 

R
G
59 C

entral D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, C
ollege P

ark, M
D
.

以
下
に
引
用
す
る

R
G
59

とR
G
84

の
文
書
は
、
カ
レ
ッ
ジ
パ
ー
ク
の
国
立
公
文
書
館
で
収
集
し
た
史
料
で
あ
る
。

（
13
） 

“M
em
orandum

 by the D
irector of the O

ffi  ce of S
outhw

est P
acifi c A

ff airs

（M
ein

）, January 27, 1960”

（S
ecret

）, F
R

U
S

 

1958-1960, S
outh and S

outheast A
sia, V

ol. X
V
, D
ocum

ent 447.

（
14
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in the P

hilippines to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 5208, M
ay 20, 1958”

（C
onfi dential

）, 

F
R

U
S

, 1958-1960, S
outh and S

outheast A
sia, V

ol. X
V
, D
ocum

ent 407.

（
15
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in the P

hilippines to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 2530, F
ebruary 18, 1959”

（S
ecret

）, 

F
R

U
S

, 1958-1960, S
outh and S

outheast A
sia, V

ol. X
V
, D
ocum

ent 434.

（
16
） 

「
九
月
十
一
日
藤
山
大
臣
ダ
レ
ス
国
務
長
官
会
談
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
八
年
九
月
一
一
日
、
関
連
文
書
一
│
一
五
、
二
│
一
四
。
こ
れ
は
、

二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
、
外
務
省
が
密
約
調
査
に
関
連
し
て
公
開
し
た
文
書
で
あ
る
。
以
下
の
報
告
対
象
文
書
・
関
連
文
書
も
同
様
で
あ
る
。

（
17
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1674, M
ay 9, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1952-1963, B
ox 64.

（
18
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in the P

hilippines, N
o. 481, A

ugust 13, 1959”

（T
op S

ecret

）, 

R
G
59 C

entral D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.

（
19
） 

“M
em
orandum

 F
rom
 J. G

raham
 P
arsons to D

illon, S
ubject: U

nited S
tates-P

hilippines B
ase N

egotiations, A
ugust 26, 



二
一
二

1959”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.
（
20
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in the P

hilippines, N
o. 656, A

ugust 31, 1959”

（S
ecret

）, R
G
59 

C
entral D

ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.

（
21
） 
安
全
保
障
課
「
核
兵
器
の
持
ち
込
み
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）、
一
九
六
三
年
四
月
一
三
日
、
報
告
対
象
文
書
一
│
三
。

（
22
） 

「
九
月
十
一
日
藤
山
大
臣
ダ
レ
ス
国
務
長
官
会
談
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
八
年
九
月
一
一
日
、
関
連
文
書
一
│
一
五
、
二
│
一
四
。

（
23
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in the P

hilippines to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1010, S
eptem

ber 11, 1959”

（S
ecret

）, 

R
G
59 C

entral D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.

（
24
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in the P

hilippines to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1307, O
ctober 6, 1959”

（S
ecret

）, R
G
59 

C
entral D

ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.

（
25
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in the P

hilippines to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1379, O
ctober12, 1959”

（S
ecret

）, R
G
59 

C
entral D

ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2924.

（
26
） 

“M
em
orandum

 by the D
irector of the O

ffi  ce of S
outhw

est P
acifi c A

ff airs

（M
ein

）, January 27, 1960”

（S
ecret

）, F
R

U
S

 

1958-1960, S
outh and S

outheast A
sia, V

ol. X
V
, D
ocum

ent 447, “T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in the P

hilippines to the 

D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1219, S
eptem

ber 28, 1959”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.

（
27
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in the P

hilippines, N
o. 968, S

eptem
ber 28, 1959”

（S
ecret

）, 

R
G
59 C

entral D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.

（
28
） Y

orac, P
h

ilippin
e T

reaty S
eries, V

olu
m

e II, 1948-1952, p. 728.

（
29
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in the P

hilippines to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1240, S
eptem

ber 30, 1959”

（S
ecret

）, 

R
G
59 C

entral D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 2922.

（
30
） U

nited S
tates, D

epartm
ent of S

tate, U
n

ited
 S

tates T
reaties an

d
 O

th
er In

tern
ation

al A
greem

en
ts, V

olum
e 17, P

art 1, 

1966, W
ashington: U

.S
. G
overnm

ent P
rinting O

ffi  ce, 1967, pp. 1212-1214.



ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
と
事
前
協
議
制
度
（
信
夫
）

二
一
三

（
31
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2420, M

ay 15, 1959”

（C
onfi dential

）, JU
00013.

こ

の
文
書
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
あ
るN

ational S
ecurity A

rchive

と
い
う
米
公
文
書
の
収
集
・
公
開
を
進
め
る
民
間
団
体
が
公
開
し
て
い
る
。

（
注
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
三
年
度
│
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号23530165

お
よ
び
平
成
二
四
年
度
日

本
大
学
法
学
部
特
別
研
究
員
と
し
て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




